
令和３年度 箕輪町地域活動支援センター・子育て支援センターみのわ～れ 

指定管理公募型プロポーザル 審査結果報告 

 

１ 事業の目的と経過 

本事業は、町がイオン箕輪店内スペースを借用し、障がい者等が創作的活動

や社会交流の場として活用する「障がい者体験就労のカフェレストラン」と子

育て世代の交流の場としての「親子ふれあいスペース」を設け、町民が気軽に

集うことができる『憩いの場』を提供しております。 

民間事業者の創意工夫を施策に活かすことを目指して、公募型プロポーザル

方式でその実施案を総合的に審査して指定管理候補者を選定しました。事業者

の審査及び選定にあたっては審査会を設け、公平、公正な審査を実施し、事業

候補者を決定しました。 

 

２ 審査基準 

「箕輪町地域活動支援センター・子育て支援センターみのわ～れ指定管理候

補者を選定する公募型プロポーザル審査基準」を定め、総合得点を 50 点満点

とし、審査項目を「提案者に関する評価（会社概要、業務実績等、運営方針）」、

「企画提案に関する評価（サービス内容、魅力的なイベント立案）」、「見積金

額に関する評価」として、事業候補者としました。 

 

３ プロポーザル（企画提案書による提案） 

公募の結果、１者から提案書等の提出がありました。その後、令和４年１月

27日に事業者によるプロポーザル及び質疑応答を実施し、審査の結果次のとお

り事業候補者を選定しました。 

 

４ 審査結果 

(1) 事業候補者 企業組合 労協ながの 35.8 点 


